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公費補助はなくなりますが、令和 7年度１１０００円で接種できます。 

（市民税非課税世帯・生活保護受給世帯は無料）詳細は料金設定欄参照 
 

65歳以上の明石市民に対して自己負担 11000円 

また Influ.Vaccine は自己負担なしで接種可能です。 

感染・重症予防観点より 是非 接種をお勧めします。 

帯状疱疹  

《ヘルペスワクチン 接 種》 

【高齢者に対する予防接種（定期接種）】 

令和 7 年 4 月から定期接種の対象は 65歳以上で 5年間の経過処置が設けられています。

65歳以上は 5歳刻みで対象となります。 
 
【予防接種券】 
 
明石市では 令和 7 年 5 月末から 6月初めに、対象者に当てはまる方へ予防接種券を 

発送されます。 
 
【接種費用】 
 
❶ビゲン（生ワクチン）使用した場合 4000円 

 ❷シングリックス（不活性化ワクチン）11000円 2回分 

 ※生活保護所帯・市民税非課税に該当する方 
 

あさぎりむつみ荘でも ワクチン接種が行えます。希望の方は はがき持参の上  

お声掛けください。  
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詳細な 接 種 料 金 設 定 
 

■令和 7年度 高齢者インフルエンザ予防接種（定期接種） 

(1) 接種対象者 : 満 65 歳以上の明石市民・満 60歳以上 65歳未満の明石市民で、心臓、腎臓もしく

は呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有し、当該疾病単独で身体障害者

手帳 1級相当の方（身体障害者手帳の写し又は医師の診断書が必要） 

(2) 接種期間:令和 7年 10 月 1日～令和 8年 1月 31日 

(3) 接種費用（期間中 1回限り） 無料 

 


